
１ 行政文書の開示請求の状況

処 理 の 状 況 （件）
実 施 機 関 件 数

開 示 一部開示 不 開 示 却 下 取 下 げ 検 討 中

１，７４８ １，３８９ ２２５ ６２ ０ ６８ ４知 事 (５) (２) (３)

病 院 事 業 管 理 者 ５ ５ ０ ０ ０ ０ ０

議 会 ５ ２ ３ ０ ０ ０ ０

教 育 委 員 会 ３５ ２２ １３ ０ ０ ０ ０

選 挙 管 理 委 員 会 １５ ７ ６ ２ ０ ０ ０

１１１ ２４ ６１ １９ ０ ５ ２
警 察 本 部 長 (２) (２)

公 立 大 学 法 人 青 森 ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０
県 立 保 健 大 学

地方独立行政法人青森 １ １ ０ ０ ０ ０ ０
県 産 業 技 術 セ ン タ ー

青森県土地開発公社 １ ０ ０ １ ０ ０ ０

青 森 県 道 路 公 社 ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０

１，９２６ １，４５５ ３０８ ８４ ０ ７３ ６計 (７) (２) (５)

注１ （ ）内の数値は、前年度末に検討中であったものに係る件数であり、いずれも外数である。

２ 不開示の計８４件中、開示請求に係る行政文書を保有していないことを理由とするものは８１件である。



２ 行政文書の開示決定等及び開示請求に係る不作為についての審査請求の状況

⑴ 件数及び処理の状況

処 理 の 状 況 （件）
件 数

認 容 一部認容 棄 却 却 下 取 下 げ 審 理 中

９ ０ ０ ４ ０ ０ ５
(１１６) (６) (１１０)

注 （ ）内の数値は、前年度末に審理中であったものに係る件数であり、いずれも外数である。

⑵ 審査請求があった日から青森県情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した日までの期間が９０日を超えた事案

審査請求があった日から審査会に諮問した日までの期間が９０日を超えた事案は、なかった。

⑶ 審査会からの答申書の配付があった日から裁決を行った日までの期間が６０日を超えた事案

裁決を行った日までの期間が６０日を実 施 機 関 件 名 配付年月日 裁決年月日 要した日数 超えた特段の事情

知 事 工事設計書予定価格算定書類一 令和７年 令和７年 １３７ 答申後、同種の行政文書について多数

式についての一部開示決定処分 ６月９日 １０月２４日 の開示請求があり、答申を踏まえた対

に対する審査請求 応とするべく関係部署との連絡調整に

時間を要したほか、裁決に際して、答

申内容の精査・検討に時間を要したた

め。


